
令和５・６年度 建設工事入札参加資格審査申請に係る

経営事項審査結果通知書の取扱いについて

１ 今回対象となる経営事項審査の審査基準日は、

令和３年７月１日から令和４年６月３０日です。

２ 建設工事入札参加資格審査申請にあたっては、審査基準日が前項の期間内となって

いる経営事項審査結果通知書の写しを提出する必要があります。

３ 令和４年１０月１４日（金）までに、所管する各土木事務所に経営事項審査の申

請を行っていれば、１１月中に審査結果を通知することができます。

４ 県内工事に係る建設工事入札参加資格審査申請の受付期間は、

令和４年１２月１日（木）から１２月１４日（水）

となっており、１０月１４日（金）までに経営事項審査の申請を行っていない場合、

入札参加資格審査の申請ができなくなるおそれがあります。

５ 以上のことから、建設工事入札参加資格審査申請を予定している場合には、できる

だけ早めに経営事項審査の申請を行ってくださいますよう、ご協力をお願いします。
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